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        新型コロナウィルス感染症対策に係る登園の自粛のお願い（延長） 

 

 4 月中の登園自粛にご協力いただきありがとうございました。この度、新型コロナウィルス感染の拡大に

伴う、緊急事態宣言が延長されました。摂津市より、大阪府の要請を踏まえ、登園の自粛要請を 5 月 31 日

まで延長するとの連絡があり、民間園にも同様の対応をするようにとの依頼がありました。 

 つきましては、引き続き、家庭保育が可能なご家庭や保護者がお休みの場合は、密集を避ける観点から、

登園を自粛していただきますようお願いします。 

また、家庭での保育が困難な場合で、勤務により登園される場合は、「申出書」を提出していただきます

よう、お願いします。  

園も集団生活である以上、決して安全ではありません。ご家族で熱や咳、体調不良の方がおられる場合も、

登園を見合わせていただきたいと思います。長引く自粛でのお疲れや勤務の都合もおありかとは思います

が、ご協力よろしくお願いします。 

 

摂津市の対応 

・3号認定（0歳～2歳児）の方の保育料につきましては、登園自粛期間に 1 日でも欠席された場合は、

日割りで計算し、減額します。 

 

 

本園の対応 

・1号認定（3歳～5歳児）の方―学校・幼稚園に準じますので、5 月 31 日までは、臨時休園となり

ます。ただし、週に 2 回（火曜日・木曜日）を自主登園日とします。(9 時～11 時) 

       ＊登園されるかどうかは、ご家庭で判断し、園までご連絡ください。 

  

・新 2号認定の方―勤務のご都合により、預かり保育を実施します。（申出書を提出してください） 

＊詳細は、園にお問い合わせください。 

  

・2号認定(3歳～5歳児)の方―登園される場合は、申出書を提出してください。 

5 月分の給食費の引き落としはせず、1 食 260 円×登園された日数分を 6 月に徴収 

させていただく予定です。（食材を購入していますので、給食を食べずに降園の場合も

含みます） 

 

  ※長期欠席される場合は、園までご連絡ください。（すでに連絡していただいた方は結構です） 

  ※保育室の換気、手指の消毒等には、十分配慮しておりますが、密接・密集は、避けにくい状況です。

保育中は、マスクを着用しておりますことをご了承ください。 


